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 令和８年度以降：用地測量、用地取得、造成設計・工事、企業誘致等
 ※令和８年度以降は、地元調整及び企業誘致活動等の進捗を踏まえ、事業を進める。

○主な補正内容等

〇人事院勧告及び職員の配置状況等に基づく人件費等の調整（650,941千円）
　人事院勧告及び職員の配置状況等に基づき、人件費等の調整を行う。

（１）一般会計 補正予算

　吉川地区における市営産業団地の整備に当たり、分譲予定地及び買収予定地の鑑定評価を行うとと
もに、造成にかかる詳細設計等の発注手続きに着手する。

 令和７年度  ：分譲価格設定及び用地買収に向けた鑑定評価
         造成にかかる詳細設計・用地測量等の業務委託の発注手続き

産業団地造成事業特別会計 2,974 2,974

令和７年度東広島市補正予算（案）の概要

１　補正予算等の規模 （単位：千円）

区分
当初予算額 これまでの補正額 今回の補正額 累計額

A B （第4号）C D：A＋B＋C

一般会計 107,100,000 1,351,357 784,744 109,236,101

２　補正予算等の概要

〇吉川地区における市営産業団地の整備（2,974千円）

〇吉川地区における市営産業団地の整備に係る一般会計から特別会計への繰出金
（2,974千円）
　吉川地区における市営産業団地の整備に当たり計上する産業団地造成事業特別会計の財源として、
一般会計から特別会計への繰出金を追加する。
　※産業団地造成事業特別会計の事業内容については、（２）のとおり

（２）産業団地造成事業特別会計 予算
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